
○埋蔵文化財手続き等フローチャート

◆遺跡地図による確認

□住宅等建築 （埋蔵文化財包蔵地であるか） ※文化財保護法第93条第1項により、

□土木工事等

・・・市と立会日調整

進達 回答 進達 通知

・・・市と調査日調整

（重要な遺構が発見された場合）

※添付図面の例（専用住宅の場合）：協議書・発掘届のいずれにも２部添付

遺跡に影響あり

※２～３週間かかります。 ※２～３週間かかります。

　　位置図（縮尺大・小）、建物配置図（敷地内の位置が特定できるもの、既存建物も含む）、
　　建物立面図、基礎伏図、矩計図、基礎断面図、屋外給排水経路図及び断面図、
　　表層改良や柱状改良等がある場合は、改良杭の配置・断面図、その他大きく掘削を
　　伴うような施設の平・断面図（土留め基礎、フェンス基礎、解体範囲など）。

　　※敷地内の、どの位置を、どのくらいの幅で、どのくらいの深さ掘削するのかが
　　　明確な図面を添付してください。
　　　協議書：計画概要書 備考 や、発掘届：別記 工事の概要欄 にも記載してください
　　　（盛土○○ｍなど）。

◎東日本大震災で被災し、住宅の新築・建替を行う場合等については、市が発行するり災証明書（写しでも可）を添付してください。
　特例として簡易な取り扱いとなる場合があります。

手続不要

協議書
２部提出

（市教育委員会）

宮城県教育委員会

通知
市→申請者

三者協議
（県・市・事業者）

本発掘調査

の場合 否

該当

　発掘届は、工事（事業）開始日の
　６０日前までに届け出なければ
　なりません。

（市教育委員会）

発掘届
２部提出

●宮城県教育委員会からの指示
　（回答）に基づき、下記①～③の
　いずれかの対応を行います。

※調査依頼書提出
　　（市教育委員会へ）宮城県教育委員会

市→申請者
通知

①慎重工事

②工事立会

③試掘/確認調査


